
〇 ： 要 提 出  

― ： 提 出 不 要  

△ ： 変 更 が あ る 場 合 必 要  

 

 

 

 

 

 

 

 

  受付期間：令和７年１２月１２日（金）～１月１６日（金）  

〇申請区分 ・新規・・・・・新たな品目で認証を受ける場合 

・年度計画・・・新規または更新での認証後、１年目及び２年目を迎える場合 

・更新・・・・・新規または更新での認証後、３年目を迎える場合 

〇申請方法  下記の様式に必要事項を記入し、必要な資料を添付のうえ、生産ほ場の所在地 

を管轄する普及指導センターに提出してください。 

 

 

 

 

 

       

        

 

○申請区分 ・品目によっては申請時期が限定されるものがあります。  

詳しくは最寄りの普及指導センターにお尋ねください。  

・内容の確認に時間を要しますので、申請書類は余裕をもって  

お早目に普及指導センターへ提出してください。  

  ○Ｒ７変更 ・「別添１ふくおかエコ農産物栽培計画・実績書」に、一部変更が  

         ありますので、新様式での提出をお願いします。  

        ・様式のダウンロードは、県ホームページからお願いします。  

 

            

 

 

 

 

★申請した計画と異なる農薬や化学肥料を使用する場合は、「計画の変更届」を、  

   栽培を中止する場合は「計画の中止報告書」を必ず普及指導センターへ提出して  

ください。  

★実績報告者は、収穫が終了してから提出してください。 

エコ農産物通信 第４８号  

20 2５ 年 1 1 月  

令和８年１月申請の受付が始まります！！  

肥料については、化学肥料由来の窒素量を 

確認するため、パンフレット等の提出を 

お願いすることがあります。 

様式第３号

申請書
別添１

栽培計画書
別添２
誓約書

年度計画書

新規 ○ ○ ○ －

年度計画 － ○ △ ○

更新 ○ ○ ○ －

様式第１号

申請の区分

変更あり！

申 請 者 氏 名 を 記 載  
エ コ 認 証 県 基 準 の 量 、 回 数 を 記 載  



 

 

 

   令 和 ７年 ７月 に申 請 された件 （新 規 および更 新 ）が審 査 され、すべて認 証 されました。  

①新 規  ７件 （野 菜 ７件 ）  ②更 新  ３０件  ③年 度 計 画   ５５件  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

８月 ２６日 （火 ）に福 岡 県 庁 １階 ロビーにて、「ふくおかエコ農 産 物 」のＰＲ販 売 会 を  

   開 催 し、ぶどうやブルーベリー、お茶 を販 売 しました！ 

当 日 はお茶 の試 飲 を行 いながら、生 産 者 から商 品 の説 明 を聞 くことで、より多 くの  

消 費 者 への P R につながりました。  

周 辺 にお住 まいの方 やエコ協 公 式 ＬＩＮＥからのお知 らせを見 られた方 などたくさんの  

お客 様 で大 変 賑 わったＰＲ販 売 会 となりました。  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2３回ふくおかエコ農産物認証委員会（令和７年９月１９日） 

◇負担金の納入について  

認証を取得された方には、協議会の事業運営のため、認証１件につき 3,000 円の負

担金を頂いております。後日、負担金の納入依頼通知をお送りいたしますので、協議

会の趣旨をご理解のうえ、負担金の納入をお願いいたします。 

また、令和７年６月に３月認証の方等を対象に負担金の納入依頼通知を送付してお

ります。納入がお済みでない方は、負担金の納入をお願いいたします。 

県庁ロビーでＰＲ販売会を開催しました！！  

ＰＲ販売会等の情報を随時配信しておりますので、 
LINE 公式アカウントの登録をお願いします！！ 

 


